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中高生と地域企業との交流機会促進事業業務委託 

プロポーザル実施要領 

 

第１章 プロポーザル参加に関する手続等 

１ 業務概要 

（１）件名 中高生と地域企業との交流機会促進事業業務委託 

（２）履行期間 契約締結日から令和９年３月３１日（水）まで 

（３）履行場所 委託事業者の提案する場所（市との協議による） 

（４）契約上限金額 ３，２９７，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

２ スケジュール 

参加申込書受付期間 令和８年４月 ９日（木）から 

令和８年４月２３日（木）正午まで 

質問書受付期間 令和８年４月 ９日（木）から 

令和８年４月１７日（金）正午まで 

質問に対する回答期限 令和８年４月２２日（水） 

参加資格確認結果通知書交付日 令和８年４月２４日（金）午後１時以降 

企画提案書等提出期間 令和８年４月２４日（金）から 

令和８年５月 １日（金）正午まで 

プレゼンテーション実施日 令和８年５月１４日（木）※時間は後日連絡 

選定結果の通知日 令和８年５月１９日（火） 

契約締結 令和８年６月上旬 ※予定 

 

３ 担当部署（各書類提出先） 

〒２５２-５２７７ 相模原市中央区中央２－１１－１５ 

環境経済局 経済部 産業支援・雇用対策課 

電話 ０４２－７６９－８２３８ FAX ０４２－７５４－１０６４ 

メールアドレス sangyou.k@city.sagamihara.kanagawa.jp 

 

４ 参加資格 

  次のすべての要件を満たすものであること。なお、要件を満たさないことが判明した場 

合、参加資格を失う。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の４

の規定に該当しない者。 

（２）相模原市競争入札参加資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止期間中でない者。 

（３）参加する者が個人である場合には、その者が、相模原市暴力団排除条例（平成２３年

相模原市条例第３１号。以下「市暴力団排除条例」という。）第２条第４号に規定する
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暴力団員等（以下「暴力団員等」という。）と認められないこと、又は、法人等（法人

又は団体をいう。）である場合には同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等と認め

られないこと。 

（４）神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号。以下「県暴力団排除条

例」という。）第２３条第１項に違反したと認められないこと。 

（５）県暴力団排除条例第２３条第２項に違反したと認められないこと。 

（６）市暴力団排除条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められない

こと、又は参加する者の支店若しくは営業所（常時業務の契約を締結する事務所をいう。）

の代表者が、暴力団員等と密接な関係を有すると認められないこと。 

（７）相模原市契約規則（平成４年相模原市規則第９号。以下「契約規則」という。）に基

づく令和８年度競争入札参加資格者として認定されていること。または、同資格認定申

請中であること。 

（８）共同企業体での応募の場合は、次の全ての要件を満たしていること。 

ア 共同企業体に属するすべての構成員が、上記（１）から（７）までの要件をすべて

満たしていること。 

イ 共同企業体の適切な名称を設定すること。 

ウ 構成員の中から代表者を定めること。 

エ 共同企業体の構成員が単独又は他の共同企業体の構成員として、本事業の企画提案

に重複して参加する者でないこと。 

 

５ 参加手続等 

（１）参加に必要な書類の提出 

ア 提出期限 令和８年４月２３日（木）正午まで（必着） 

イ 提出先  「３ 担当部署」のとおり 

ウ 提出方法 電子メール、郵送、持参のいずれかにより提出 

※電子メールの場合はＰＤＦファイル 

エ 提出書類  

（ア）参加申込書（様式１） 

（イ）企業等の概要（様式２） 

（ウ）競争入札参加資格認定申請中の場合は、申請中であることが分かる資料 

   ※かながわ電子入札共同システムのホームページ（申請状況確認ページで進捗状 

況が確認できる画面）を印刷 

（エ）共同企業体協定書兼委任状（様式３） 

   ※共同企業体として応募する場合のみ 

※共同企業体として応募する場合は、全ての構成員が、（ア）から（ウ）の書類を 

提出してください。 

（２）参加資格確認結果通知書（様式４）の交付 

参加申込書の提出者について、資格要件を満たしているか確認し、以下のとおり結果
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を通知する。なお、通知後であっても「４ 参加資格」に規定する要件を失った場合は、

参加資格を喪失する。 

ア 日時 令和８年４月２４日（金）午後１時以降 

イ 送付方法 電子メール 

（３）質問書の提出及び回答 

本プロポーザルの内容について質疑がある場合は、次により質問書(任意様式)を提出 

できる。質問内容及びその回答は、市ホームページに掲載する。 

ア 提出期限 令和８年４月１７日（金）正午まで（必着） 

※提出期限を過ぎて提出された質問には回答しない。 

イ 提 出 先 「３ 担当部署」のとおり 

ウ 提出方法 電子メール 

エ 回答期限 令和８年４月２２日（水） 

 オ 回答方法 市ホームページに掲載 

 

６ 参加を辞退する場合 

参加申込書の提出後、参加を辞退する場合は次のとおり参加辞退届を提出すること。 

（１）提出書類 プロポーザル参加辞退届（様式５） 

（２）提出方法 郵送、持参、電子メールのいずれかにより提出 

※電子メールの場合はＰＤＦファイル 

（３）提出先 「３ 担当部署」のとおり 
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第２章 業務に関する事項・企画提案について 

１ 事業の目的・概要等 

  別紙仕様書のとおりとする。 

 

２ 企画提案について 

（１）提案項目について 

   企画提案書は、仕様書及び評価基準の評価項目を踏まえ、具体的な提案を作成するこ 

と。 

（２）企画提案書等の提出について 

  ア 提出物 

  （ア）企画提案書（任意様式） 

     Ａ４横版（Ａ３版の折り込み可）とし、表紙を除き片面印刷で概ね１５頁以内で

作成すること。 

  （イ）見積書（任意様式） 

金額は税込金額で記載し、積算の内訳を記載すること。 

  イ 提出部数：各１０部（正本１部 副本９部） 

※副本９部には、提案者名及びロゴマーク等、提案者名を推定できる記載はしない 

こと。なお、当該記載があった場合には、市が提案者の許可なく当該部分を黒塗り 

にし、審査の資料とすることがある。 

  ウ 提出期限  令和８年５月１日（金）正午まで（必着） 

エ 提出先   第１章「３ 担当部署」のとおり 

オ 提出方法  郵送または持参 

（３）企画提案書作成にあたっての留意点 

  記載内容は予算上限内で確約できる内容のみを表明すること。 

（４）無効となる企画提案 

   以下に該当する提案は無効とする。 

  ア 参加資格を有しない者の提案 

  イ 参考見積金額が、契約上限金額を超える提案 

  ウ 虚偽の記載をした提案 

  エ プレゼンテーションを欠席した者の提案 

（５）企画提案書等の取扱い 

ア 企画提案書等の作成及び提出等に係る費用は提案者の負担とする。 

イ 提出された企画提案書等は、本プロポーザルにおける受注候補者の選定以外の目的

では使用しないものとする。 

ウ 企画提案書等は、「相模原市情報公開条例」等関連法令に基づく情報公開請求がな

された場合、又は本市が企画提案書等の公表が特に必要と判断する場合には、その全

部を原則公開又は公表するものとする。例外的に、提案者の技術力やノウハウ等、公

開又は公表することにより提案者の正当な利益を害する情報がある場合には、本市の
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判断で非公開とするものとする。なお、公開又は公表する場合の企画提案書等の使用

に関する費用は、無償とする。 

エ 提出された書類は、選定又は公開等の際に複製することがある。 

オ 企画提案書等の提出後、市の判断により補足資料の提出を求めることがある。 

カ 企画提案書等の提出は、１者につき１案のみとする。 

キ 提出された書類は返却しないものとする。 
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第３章 審査の手続及び受注者の選定 

１ 企画提案書等の審査 

企画提案書等の審査は、市が設置した評価委員会にて、評価基準に従い行う。なお、評

価委員会は非公開とする。 

 

２ プレゼンテーションの実施 

（１）実施日 令和８年５月１４日（木）※時間等の詳細は対象者に別途連絡する。 

（２）プレゼンテーションは、提案内容に対する確認や補足説明を主な目的として実施する

もので、提出された企画提案書等のみを使用し、他の資料、機材等は使用しないものと

する。 

（３）出席者は２人以内とし、時間は３０分程度（説明２０分、質疑１０分程度）を予定し 

ている。 

（４）プレゼンテーションの場で交わされた確認や補足説明等のうち、市が必要と認める事

項については特記事項として契約書に明記する。 

 

３ 評価基準 

  別紙のとおり 

 

４ 受注候補者の選定 

（１）提出された企画提案書等を審査し、最も優れている提案者を受注候補者として選定し、

契約締結に向けた必要な協議を行う。なお、この協議において、受注候補者からの企画

提案書の内容の変更は、原則として認めないものとする。 

（２）合計得点が同点の場合は、評価基準のうち「２.本業務の提案内容」の合計得点が高

い提案者を受注候補者として選定する。それでもなお、同点の場合は委員で票決する。 

（３）受注候補者と契約締結に至らなかった場合は、次順位の者を新たな受注候補者として

手続を行うものとする。 

（４）提案者が１者の場合であっても審査を行い、最低水準点（総得点の１/２）以上の得

点に達すれば、受注候補者として選定する。 

（５）審査の結果、いずれの提案も履行を確保できないと見込まれる場合、受注候補者を選

定しない場合がある。 

（６）提出者のうち、受注候補者として選定した者及び選定されなかった者に対して、その

旨を審査結果通知書（様式６）により令和８年５月１９日（火）までに通知する。併せ

て、市ホームページ上で受注候補者名及び各提案者の得点を公表する。 

（７）審査結果に対する異議申し立ては認めない。 

 

５ 選定の取消 

受注候補者として選定された者が、選定の日から契約締結の日までの間に次のいずれか

に該当することになった場合には、受注候補者としての選定を取り消す。 
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（１）第１章「４ 参加資格」に規定する当該業務委託に係る参加資格の全ての要件を満た

す者ではなくなったとき。 

（２）提出した書類に虚偽の記載をしたとき。 

（３）競争入札参加資格認定申請中の者で、契約締結の日までに競争入札参加資格者として 

認定されていないとき。 

（４）その他、公正な選定に支障をきたすと認められる行為があったとき。 

 

６ その他 

（１）手続において使用する言語は、日本語とする。 

（２）本契約において使用する通貨は、日本円とする。 

（３）本契約において契約書の作成を要する。なお、作成に要する費用は受注候補者が負担 

すること。 

（４）参加申込書及び企画提案書の提出に関わらず、いつでも参加を辞退することができる。 

 ただし、受注候補者の選定後は原則として、辞退することができないものとする。また、

選定された権利を他人に譲渡することはできないものとする。 

（５）参加を辞退した場合でも、これを理由として以降の本業務以外にかかる選定等につい

て不利益な取り扱いを受けるものではない。 

（６）本契約の締結にあたり、契約保証金として、契約金額の１０分の１に相当する額以上

の額を契約時までに納付すること。ただし、契約規則３４条の規定に該当する場合、契

約保証金を免除できるものとする。 

（７）本業務について、主たる部分の再委託は認めない。 

（８）市は、次の場合に審査手続きを中止する。 

  ア 提案書を提出する意思を示した事業者がいないとき 

  イ 条件を満たす提案がないとき 

  ウ 天災等により事業実施が困難になったとき 

（９）業務内容の詳細は、受注候補者と市との協議のうえで決定する。 

（10）その他この要領に定めのない事項については、地方自治法（昭和２２年４月１７日法

律第６７号）、施行令及びその関係法令、並びに市が制定する関係条例・規則等に準じ

るものとする。 

 

                                  以 上   


